
証券コード 5816
2026年３月４日

（電子提供措置の開始日2026年３月３日）

株 主 各 位
大阪市中央区南久宝寺町四丁目１番２号

取締役社長 木 嶋 忠 敏

第95回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第95回定時株主総

会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認

くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト

https://www.onamba.co.jp/ir-information/ir-document/annual-general-meeting/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも

掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、

銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択

のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが

できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年３月26日（木曜日）12時

（正午）までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］

インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の「インターネットによる議決権

行使のお手続きについて」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［郵送による議決権行使の場合］

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着

するようご返送ください。
敬 具
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記

１. 日 時 2026年３月27日(金曜日) 午前10時

２. 場 所 大阪市中央区久太郎町３丁目５番19号 大阪ＤＩＣビル３階

ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター（開場 午前９時）

３. 目的事項

報告事項 １．第95期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第95期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

議 案 取締役８名選任の件

４. 招集にあたっての決定事項

（１）インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インター

ネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複

数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

（２）ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思

表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
〇・お願い 1.当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。開会間際の混雑緩和のため、お早目のご来場

をお願い申しあげます。
2.当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。また、

議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。
〇・お知らせ 電子提供措置事項に修正の必要が生じた場合には、直ちに掲載している各ウェブサイトにて修正内容

を掲載させていただきます。
株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご理解くださいますよう
お願い申しあげます。
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「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただ

きますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続

きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定す

る議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによ

ってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを

休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソ

フトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバー

をご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合

もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、2026年３月26日（木曜日）の12時（正午）まで受

け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘル

プデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記

載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従っ

て賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざん

を防止するため、「仮パスワード」は議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更

が可能です。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いた

します。

（２）スマートフォンによる方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取る

ことで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ロ

グインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコー

ドでのログインが出来ない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行

使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ

る議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、

株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

― 4 ―

2026年02月17日 16時34分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



株主総会参考書類

議 案 取締役８名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者選定の方針及びプロセス

取締役については、「経営理念」及び「オーナンバグループ企業行動規範」を

充分に理解し、実践できるもの、株主価値及び企業価値の極大化への強い意志

を有し強いリーダーシップを発揮できるもの、実践的な見識・成熟した経営判

断能力を有するもの、高度な倫理観、誠実性、価値観を有するものの基準を満

たすものを指名の条件といたします。

社外取締役については、企業経営に関する豊富な経験、専門的な知識及び幅

広い見識を有し、独立性基準を満たすものを指名の条件といたします。

それぞれの選任・指名にあたっては、候補者の略歴、指名理由を取締役会に

提示し、総合的な評価により取締役会において審議、決定することといたしま

す。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

１
木
き

嶋
じま

忠
ただ

敏
とし

1958年３月６日生

1980年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式
会社)入社

株

2010年４月 パナソニックチャイナ有限公司パナソニッ
クホームアプライアンス社（中国）総経理

54,912
2017年２月 当社執行役員
2018年３月 当社取締役
2019年３月 当社常務取締役
2020年３月 当社専務取締役
2021年３月 当社代表取締役社長（現）

【取締役候補者とした理由】

当社取締役に就任以来、常務取締役、専務取締役、取締役社長を務
め、経営者として豊富な経験を有しております。これらの経験、実績
をもとに、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会
における監督機能強化に十分な役割を果たすことができることから取
締役候補者としたものです。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

２
宮
みや

本
もと

敦
あつ

浩
ひろ

1960年４月８日生

1983年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式
会社)入社

株

2016年４月 同社オートモーティブ＆インダストリアル
システムズ社 経理センター所長

24,870
2020年４月 当社執行役員

2021年３月 当社取締役

2022年３月 当社常務取締役

2024年３月 当社専務取締役管理統括部長（現）

【取締役候補者とした理由】

グローバル連結での経営管理、経理・財務、内部統制に関しての豊
富な経験と知識とともに、現在専務取締役として経営者の経験を有し
ております。これらの経験、実績をもとに、当社及びグループ全体の
企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化
に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者としたもの
です。

３
山
やま

田
だ

秀
ひで

明
あき

1961年８月10日生

1989年10月 ユニオンマシナリ株式会社入社 株

2013年４月 同社取締役兼鈞星精密部件(恵州)有限公司
総経理

6,691
2018年10月 同社代表取締役社長（現）

2022年３月 当社取締役（現）

【取締役候補者とした理由】

ユニオンマシナリ株式会社の国内及び海外子会社での豊富な事業経
験を有するとともに、同社の取締役社長を務め経営者として豊富な経
験を有しております。これらの経験、実績をもとに、当社及びグルー
プ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と
監督強化に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者と
したものです。

４
熊
くま

谷
がい

康
やす

浩
ひろ

1965年３月24日生

1987年３月 当社入社 株

2014年12月 Czech Republic Onamba s.r.o.
取締役社長

553
2019年５月 当社営業統括部東日本営業部部長

2022年４月 当社執行役員営業統括部副統括部長

2025年３月 当社取締役営業統括部副統括部長（現）

【取締役候補者とした理由】

当社国内営業及び海外会社における豊富な経験を有しております。
これらの経験、実績をもとに当社及びグループ全体の企業価値向上へ
の貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化に十分な役割を
果たすことができることから取締役候補者としたものです。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

５

※

朝
あさ

見
み

直
なお

仁
ひと

1968年7月14日生

1989年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式
会社)入社

株

2013年４月 同社AIS社電装システム事業部ヒータデバイス
事業総括

8812014年10月 同社パナソニックオートモーティブシステ
ム中国 副総経理

2020年４月 同社PAS社車載システムズ事業部 EMBU BU
長

2025年４月 当社執行役員 社長特命担当（現）

【取締役候補者とした理由】

技術、営業、事業企画の業務および国内及び海外会社における事業
責任者として豊富な経験を有しております。これらの経験、実績をも
とに当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会におけ
る重要事項の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができること
から取締役候補者としたものです。

６

※

堀
ほり

内
うち

吏
おさむ

1969年4月12日生

1992年４月 当社入社 株

2014年２月 欧南芭（上海）貿易有限公司董事兼総経理

5,496

2018年４月 欧南芭（上海）貿易有限公司董事長兼総経
理

2021年４月 当社営業統括部本社営業部部長
2024年４月 当社執行役員営業統括部副統括部長（現）

【取締役候補者とした理由】

当社国内営業及び海外会社における豊富な経験を有して
おります。これらの経験、実績をもとに当社及びグループ
全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項
の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができること
から取締役候補者としたものです。

７
藤
ふじ

井
い

英
ひで

彦
ひこ

1959年10月23日生

1983年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀
行）入行

株

1988年１月 同社経済調査部部長代理

―2011年７月 株式会社日本総合研究所理事調査部長
2016年４月 関西外国語大学外国語学部教授（現）
2022年３月 当社取締役（現）
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際
ビジネスについての知識などを当社の経営に活かしていただけるもの
と判断したためであります。独立した立場から適切な意見、助言をい
ただき、業務執行の監督強化に十分な役割を果たすことが期待できる
ことから、社外取締役候補者としたものです。
当社の社外取締役在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって

４年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

８
笠
かさ

藤
とう

歩
あゆむ

1978年９月21日生

2016年12月 大阪弁護士会に登録 株

2017年１月 協和綜合法律事務所入所（現）
―

2023年３月 当社取締役（現）
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門
知識、経験などを当社の経営に活かしていただけるものと判断したた
めであります。独立した立場から適切な意見、助言をいただき、業務
執行の監督強化に十分な役割を果たすことが期待できることから、社
外取締役候補者としたものです。
当社の社外取締役在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって

３年となります。

（注）１．※朝見直仁氏及び堀内吏氏は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。

４．当社は、藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏との間で責任限定契約を締結しております。ま
た、藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏が取締役に再任された場合、当社は両氏との間の責任限
定契約を継続する予定であります。
責任限定契約の概要は次のとおりであります。

① 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第
425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行に
ついて善意かつ重大な過失がないものとする。

５．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であった
ことはありません。

６．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、当社の親会社等ではなく、また、過去10年間に当社の
親会社等であったこともありません。

７．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではな
く、また、過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありま
せん。

８．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他
の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

９．藤井英彦氏及び笠藤歩氏の両氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業
務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

10．当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役全
員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が原案どおり承
認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又
は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補す
ることとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して
生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

なお、各候補者の任期途中である2026年９月１日に当該保険契約を更新する予定でありま
す。
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【ご参考：取締役および監査役のスキルマトリックス】
本定時株主総会において議案が原案どおり承認可決された場合の取締役および

監査役のスキルマトリックスは、以下のとおりです。

氏名
社内・
社外

企業経営・
経営戦略

海外
ビジネス

技術・
研究開発

営業・
マーケティング

財務・
会計税務

法務・
コンプライアンス

取
締
役

木 嶋 忠 敏 社内 〇 〇 〇

宮 本 敦 浩 社内 〇 〇 〇 〇

山 田 秀 明 社内 〇 〇 〇

熊 谷 康 浩 社内 〇 〇 〇

朝 見 直 仁 社内 〇 〇 〇

堀 内 吏 社内 〇 〇 〇

藤 井 英 彦 社外 〇 〇 〇

笠 藤 歩 社外 〇

監
査
役

池 田 誠 社内 〇 〇 〇

上 甲 悌 二 社外 〇

松 本 邦 生 社外 〇

※上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
以上
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事 業 報 告

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における当社グループの経営環境は、ロシア・ウクライナ紛争
の長期化、中国市場の低迷、原材料価格の高騰や為替相場の変動に加え、米国の
追加関税等の保護主義政策に伴う世界経済への影響など、依然として先行き不透
明な状況が続いております。

このような状況において、当社グループでは、中期経営計画「ＰＲＯＧＲＥＳ
Ｓ ２０２６」の下、エネルギー新時代に即した「グローバルな総合配線システム
メーカー」の実現に向けて、成長戦略、生産戦略、経営基盤強化と資本コストを
意識した経営に、着実に取り組んでおります。

当連結会計年度の業績について、売上面では、環境関連市場等における需要が
増加しました。一方、その他の当社関連市場の売上高は、北米の自動車関連市場
等における需要の減少や、一部の市況の回復遅れ、顧客における在庫調整の影響
により、前年を下回りました。その結果、当社グループの売上高はほぼ前年並み
となりました。

利益面では、売上高はほぼ前年並みであったものの、環境関連等の高付加価値
商品の需要拡大による品種構成の改善や、グローバルでの原価低減活動における
利益の改善に取り組んだ結果、営業利益、経常利益は前年を上回りました。一方、
親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前年に旧本社の土地売却益を
特別利益として計上しましたが、当期は同等の特別利益がなかったことから、前
年を下回りました。

当初計画との比較におきまして、売上面では、環境関連の需要は増加しました
が、北米自動車関連需要の減少、欧州空調関連等の需要の回復遅れなどの影響に
より計画を下回りました。利益面では、売上高の減少による利益減はあるものの、
環境関連等の高付加価値増による品種構成の改善、グローバル原価低減活動等の
利益改善により営業利益および経常利益は計画を達成しました。親会社株主に帰
属する当期純利益は、品質関連費用の影響により当初計画を下回りました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は44,441百万円（前期比0.8％減）、営
業利益は2,600百万円（同18.5％増）、経常利益は2,441百万円（同4.9％増）とな
り、親会社株主に帰属する当期純利益は1,514百万円（同45.6％減）となりまし
た。
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当連結会計年度の業績予想との比較は次のとおりであります。

当連結会計年度

（第95期）
当初業績予想比

前連結

会計年度

（第94期）

前期比

実績

（百万円）

当初業績予想

（百万円）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

実績

（百万円）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

売上高 44,441 46,000 △1,558 △3.4 44,804 △362 △0.8

営業利益 2,600 2,400 200 8.4 2,193 406 18.5

経常利益 2,441 2,400 41 1.7 2,327 113 4.9

親会社株主に

帰属する

当期純利益

1,514 1,650 △135 △8.2 2,783 △1,268 △45.6

（注）１．増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
２．業績予想比につきましては、2025年２月10日公表の当初業績予想と比較をしております。

以下、部門別の概況をご報告申しあげます。

期 別

部 門 別

第94期
(前連結会計年度)
2024年12月期

第95期
(当連結会計年度)
2025年12月期 増 減 額 増減率

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ワイヤーハーネス部門 31,295 69.8 30,368 68.3 △926 △3.0

ハーネス加工用機械・部品部門 7,117 15.9 7,917 17.8 799 11.2

電 線 部 門 3,517 7.8 3,245 7.3 △271 △7.7

新 エ ネ ル ギ ー 部 門 2,874 6.4 2,910 6.5 36 1.3

合 計 44,804 100.0 44,441 100.0 △362 △0.8

（注）構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。

ワイヤーハーネス部門
当該部門は、自動車部品向け、産業用機器向け、情報通信機器向け、家庭用電

化製品向けなどのワイヤーハーネスであります。
当連結会計年度は、北米自動車関連需要の減少、一部の市況の回復遅れ、顧客

の在庫調整の影響により前年を下回りました。また、当初計画につきましても、
対前年要因に加え、欧州空調関連などの需要の回復遅れ等の影響により計画を下
回りました。その結果、売上高は30,368百万円（前期比3.0％減）となりました。
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ハーネス加工用機械・部品部門
当該部門は、連結子会社ユニオンマシナリ株式会社の事業のうち、電気機器、

電子機器、産業機械及びそれらの部品であります。
当連結会計年度は、環境関連および自動車関連部品の販売増加により前年およ

び計画を上回りました。その結果、売上高は7,917百万円（前期比11.2％増）とな
りました。

電線部門

当該部門は、汎用電線、情報・通信・計装用コントロールケーブル及びその他
特殊ケーブルであります。

当連結会計年度は、半導体製造装置等の需要の回復遅れ、及び米国の関税政策
に伴う一般汎用機械向けの需要の減少等により、前年および計画を下回りました。
その結果、売上高は3,245百万円（前期比7.7％減）となりました。

新エネルギー部門
当該部門は、太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係る機器

向けのワイヤーハーネスが含まれております。
当連結会計年度は、エネルギー分野での新規システム開発、環境関連システム

製品等の新規開拓などの施策により需要が拡大し前年を上回りましたが、従来型
の製品の需要の低迷が想定以上となり計画を下回りました。その結果、売上高は
売上高2,910百万円（前期比1.3％増）となりました。

当連結会計年度の業績予想との比較は次のとおりであります。
当連結会計年度（第95期） 業績予想比

実績

（百万円）

構成比
（％）

当初業績予想

（百万円）

増減率

（％）

増減額

（百万円）

増減率

（％）

ワイヤーハーネス部門 30,368 68.3 31,700 68.9 △1,331 △4.2

ハーネス加工用機械・

部品部門
7,917 17.8 7,400 16.1 517 7.0

電線部門 3,245 7.3 3,800 8.3 △554 △14.6

新エネルギー部門 2,910 6.5 3,100 6.7 △189 △6.1

合 計 44,441 100.0 46,000 100.0 △1,558 △3.4

（注）１．構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。
２．業績予想比につきましては、2025年２月10日公表の当初業績予想と比較をしております。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度では、日本の電線新工場への投資及び原価低減などを目的とし

たハーネス加工用機械・部品の製造設備など、総額1,429百万円の設備投資を実施
しました。
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(3) 資金調達の状況
当連結会計年度の資金調達は、長期借入金として、既存取引の金融機関に対し

て、約定どおりの返済を当連結会計年度中に332百万円行いました。また、短期借
入金129百万円（純額）及び長期借入金240百万円を調達しました。なお、有利子
負債残高は2,552百万円（前連結会計年度比2.4％減）になりました。

(4) 対処すべき課題
当社グループを取り巻く環境は、ロシア・ウクライナ紛争の長期化、中国市場

の低迷、原材料価格の高騰や為替相場の変動に加え、米国の追加関税等の保護主
義政策に伴う世界経済への影響など、依然として先行き不透明な状況が続いてお
ります。

このような環境の下、当社グループは、中期経営計画「ＰＲＯＧＲＥＳＳ ２０
２６」に基づき、エネルギー新時代に即した「グローバルな総合配線システムメ
ーカー」の実現に向けて、成長戦略、生産戦略、経営基盤強化と資本コストを意
識した経営に、引き続き着実に取り組んでまいります。

（中期経営計画ＰＲＯＧＲＥＳＳ２０２６）
当社グループは、経営理念の実現に向け、中期経営計画「ＰＲＯＧＲＥＳＳ ２

０２６」の方針をベースに、１００周年（２０４１年）に向けた成長基盤確立に
向け、エネルギー新時代に即した「グローバルな総合配線システムメーカー」の
実現に向け、成長戦略/生産戦略/経営基盤強化と資本コストを意識した経営を着
実に実行し、事業構造の変革を図ってまいります。また、下記基本戦略実現のた
め、総額５１億円の設備投資および２０億円の研究開発投資を行う予定です。

１）成長戦略
①部門ごとに重点成長戦略を推進
②脱炭素社会の実現に貢献する取り組みの更なる強化

２）生産戦略
①国内生産拠点の強化とグローバル生産拠点戦略の実践
②「グローバル同一品質」で品質を売りにできる会社を構築

３）経営基盤強化
①グローバルでの情報基盤構築と社内ＤＸ推進
②グローバル人材の育成

４）資本コストを意識した経営
①事業成長と収益性向上
②株主還元の強化
③ＩＲ活動の充実

株主のみなさまにおかれましては引き続き、変わらぬご支援とご指導を賜りま
すようお願い申しあげます。
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(5) 財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第92期

2022年12月期
第93期

2023年12月期
第94期

2024年12月期

第95期
(当連結会計年度)

2025年12月期

売 上 高(百万円) 43,638 44,758 44,804 44,441

経 常 利 益(百万円) 2,912 2,532 2,327 2,441

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 2,133 1,984 2,783 1,514

１株当たり当期純利益( 円 ) 175.09 162.84 228.42 124.29

総 資 産(百万円) 36,874 37,075 39,875 42,051

純 資 産(百万円) 21,185 23,468 26,581 28,409

１株当たり純資産( 円 ) 1,689.52 1,880.77 2,144.22 2,277.56

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第92期

2022年12月期
第93期

2023年12月期
第94期

2024年12月期

第95期
(当事業年度)
2025年12月期

売 上 高(百万円) 14,792 14,129 13,751 14,246

経 常 利 益(百万円) 468 587 911 530

当 期 純 利 益(百万円) 577 574 2,010 534

１株当たり当期純利益( 円 ) 47.39 47.13 164.94 43.83

総 資 産(百万円) 18,833 17,669 20,329 21,551

純 資 産(百万円) 9,946 10,077 11,416 11,684

１株当たり純資産( 円 ) 816.18 826.94 936.81 958.77
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況（2025年12月31日現在）
①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
名 称 所 在 地 資本金 出資比率 事 業 内 容

オーナンバインターコネクト
テクノロジー株式会社

大阪府和泉市
百万円

90
％

100.0 電線の製造・加工

ユニオンマシナリ株式会社 相模原市中央区
百万円

82 100.0
ハーネス加工用機械
・部品などの製造・販売

アスレ電器株式会社 横浜市港北区
百万円

90 100.0 電線の加工品販売

株式会社ブライトン 大阪府東大阪市
百万円

18 97.0 電線の加工・販売

VIETNAM ONAMBA CO.,LTD.
ベトナム
ビンズオン省

千US$
5,200

100.0 電線の製造・加工

欧南芭電子配件(昆山)有限公司
中国
江蘇省昆山市

千US$
5,000

100.0 電線の製造・加工・販売

O & S CALIFORNIA, INC.
米国
カリフォルニア州

千US$
20,500 87.7 電線の加工・販売

杭州阿斯麗電器有限公司
中国
浙江省杭州市

千元
38,579

0.0
(100.0)

電線の加工・販売

CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O.
チェコ
オロモウツ市

千CZK
25,025 100.0 電線の加工品販売

PT. ONAMBA INDONESIA
インドネシア
カラワン県

千US$
17,000 100.0 電線の加工・販売

UMT INTERNATIONAL CO.,LTD.
タイ
チョンブリ県

千BAHT
74,450

0.0
(100.0)

ハーネス用部品の製造・販売

欧南芭（上海）貿易有限公司
中国
上海市

千US$
600 100.0 電線の加工品販売

鈞星精密部件有限公司
中国
香港特別行政区

千HK$
5,020

0.0
(90.0)

ハーネス加工用機械
・部品などの販売

鈞星精密部件(恵州)有限公司
中国
広東省恵州市

千元
24,026

0.0
(90.0)

ハーネス加工用機械
・部品などの製造・販売

（注）出資比率欄の下段( )内数値は、間接所有割合を含めた出資比率であります。

③当事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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(7) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社グループはワイヤーハーネス製品、ハーネス加工用機械・部品、電線製

品、新エネルギー関連製品を販売しており、当社の製品が使用される需要先の
部門及び主要製品は次のとおりであります。
部 門 製 品

ワイヤーハーネス部門
自動車部品向け、産業用機器向け、情報通信機器向け、家庭用電化製品向
けなどのワイヤーハーネス

ハーネス加工用機械・部品部門
電気機器、電子機器、産業機械及びそれらの部品（設備・治工具・端子・
コネクターなど）

電 線 部 門
汎用電線、情報・通信・計装用コントロールケーブル、その他特殊ケーブ
ル

新 エ ネ ル ギ ー 部 門
太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係る機器向けワイ
ヤーハーネス

(8) 企業集団の主要な拠点（2025年12月31日現在）
①当社の主要拠点

本 社 大阪市中央区南久宝寺町四丁目１番２号
(営業統括部、生産開発統括部、管理統括部)

営 業 所 等 東日本営業部 横浜市港北区
西日本営業部 福岡市博多区
本社営業部（名古屋） 愛知県一宮市

②子会社の主要拠点
国 内 オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社 大阪府和泉市

ユニオンマシナリ株式会社 相模原市中央区
アスレ電器株式会社 横浜市港北区
株式会社ブライトン 大阪府東大阪市

海 外 VIETNAM ONAMBA CO.,LTD. ベトナム ビンズオン省
欧南芭電子配件(昆山)有限公司 中国 江蘇省 昆山市
O & S CALIFORNIA, INC. 米国 カリフォルニア州
杭州阿斯麗電器有限公司 中国 浙江省 杭州市
CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O. チェコ オロモウツ市
PT. ONAMBA INDONESIA インドネシア カラワン県
UMT INTERNATIONAL CO.,LTD. タイ チョンブリ県
欧南芭（上海）貿易有限公司 中国 上海市
鈞星精密部件有限公司 中国 香港特別行政区
鈞星精密部件(恵州)有限公司 中国 広東省 恵州市

― 16 ―

2026年02月17日 16時34分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



(9) 従業員の状況（2025年12月31日現在）
①企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減(△)
名

3,556
名

△183

(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であり、臨時従業
員264名を含めておりません。

②当社の従業員数

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
名

163
名

8

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であり、臨時従業員13名を含めており
ません。

(10) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 636
株 式 会 社 南 都 銀 行 300
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 282
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 205

２．会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 45,000,000株
(2) 発行済株式の総数 12,558,251株
（注) 発行済株式の総数には、自己株式371,588株が含まれております。

(3) 株 主 数 7,172名
(4) 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率
株 ％

Ｅ Ｓ Ｇ 投 資 事 業 組 合 1,012,900 8.31

株 式 会 社 カ ネ カ 829,212 6.80

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 608,400 4.99

住 友 電 気 工 業 株 式 会 社 550,000 4.51

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 517,700 4.25

オ ー ナ ン バ 取 引 先 持 株 会 513,200 4.21

株 式 会 社 南 都 銀 行 480,000 3.94

小 野 哲 夫 395,343 3.24

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 391,000 3.21

株式会社デンキョーグループホールディングス 368,000 3.02
(注) 当社は自己株式371,588株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また持

株比率は、自己株式を控除して計算しております。なお、表示単位未満につきましては四捨五入
しております。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当期末日における新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当期中に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2025年12月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 木 嶋 忠 敏
代表取締役副社長 石 田 淳 生産開発統括部長
専 務 取 締 役 宮 本 敦 浩 管理統括部長
常 務 取 締 役 中 村 吉 秀 営業統括部長
取 締 役 山 田 秀 明 ユニオンマシナリ株式会社 代表取締役社長
取 締 役 熊 谷 康 浩 営業統括部副統括部長
取 締 役 新 開 俊 郎 生産開発統括部副統括部長
取 締 役 藤 井 英 彦 関西外国語大学外国語学部教授
取 締 役 笠 藤 歩 弁護士
常 勤 監 査 役 池 田 誠
監 査 役 上 甲 悌 二 弁護士

株式会社タカミヤ 社外取締役
大阪信用金庫 員外監事

監 査 役 松 本 邦 生
(注)１．取締役藤井英彦氏及び笠藤歩氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役松本邦生氏は、国税庁において長年に渡る勤務をされ、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

４．取締役藤井英彦氏及び笠藤歩氏、監査役上甲悌二氏及び監査役松本邦生氏につきましては、
東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

５．黒田悦幸氏は、2025年３月27日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって、監査役を辞任
いたしました。

６．池田誠氏は、2025年３月27日開催の第94回定時株主総会において、監査役に新たに選任さ
れ、就任いたしました。

７．遠藤誠治氏、橋本由浩氏及び鈴木武志氏は、2025年３月27日開催の第94回定時株主総会終結
の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

８．熊谷康浩氏及び新開俊郎氏は、2025年３月27日開催の第94回定時株主総会において、取締役
に新たに選任され、就任いたしました。
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(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等を被保険者として、

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しておりま
す。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保
険料負担はありません。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負
うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為である
ことを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の
免責事由があります。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責
額までの損害については補填の対象としないこととされています。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の

内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を決議し、2023年1月27日開
催の取締役会において、決定方針を一部変更しております。取締役の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針

取締役の報酬は、経営の意思決定、経営目標の達成 及び監督機能を発揮する
対価とします。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とします。

報酬は取締役の任期に合わせた年度契約の定額報酬とインセンティブとして
の年間業績に連動した業績連動報酬（役員賞与）で構成されます。

企業価値の増大と持続的な成長を図るべく、インセンティブである業績連動
報酬（役員賞与）を重視してまいります。役員退職慰労金はすでに廃止済みで
あり、引き続きガバナンス維持強化を図ってまいります。社外取締役について
はその役割と独立性の観点から定額報酬のみとします。監査役の報酬は、定額
報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役の協議により
決定いたします。

なお、子会社の役員を兼任する取締役については、子会社から支給される報
酬等の内容及び当社における職責等を踏まえ、「定額報酬」及び「業績連動報酬

（役員賞与）」を支給しないことがあります。

ｂ．取締役の個人別報酬の算定方法の決定方針

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年６月28日であり、
決議の内容は取締役の報酬等の額を１事業年度当たり３億円以内、監査役の報
酬等の額を１事業年度当たり6,000万円以内とすることとし、取締役の報酬等の
総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、当該
決議時における役員の員数は、取締役６名、監査役３名であります。

取締役の定額報酬は月例の定額報酬とし、個人別役職、職責、実績に応じて
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他社水準、当社の業績、従業員給与水準も考慮しながら、総合的に勘案して決
定するものとします。社外取締役の報酬は、使用人分を除く使用人兼務取締役
の報酬を基本に他社水準を考慮して決定します。

ｃ．業績連動報酬（役員賞与）の算定方法の決定方針

単年度の事業実績（PL、BS、ROE 等）をもとに事業計画の達成度合をコア評
価し、中長期、会社の置かれた環境、経営理念の視点等総合的に判断し決定し
ます。

なお、事業計画を概ね達成（ROE５％以上）の場合の役員賞与は、総額で標準
４ケ月分の役員賞与を支給することとします。ただし達成度合いに応じ、個人
別支給額は変動します。総額の限度額は純利益の１０％又は株主総会決議の３
億円以内を満たす低いほうの額となります。

当該指標を選択した理由は、目標とする経営指標に連動させることで、株主
価値及び企業価値向上に向けた適切なインセンティブとして機能すると判断し
たためであります。

また、当事業年度における業績連動報酬に係る各指標の実績につきましては、
「１．企業集団の現況に関する事項」の「(5)財産及び損益の状況の推移」に記
載の通りであります。なお、ROEは5.6％であります。

ｄ．取締役の個人別報酬における上記ｂ、ｃの割合の決定方針

事業計画を概ね達成（ROE５％以上）の場合の定額報酬と業績連動報酬（役員
賞与）の比率は３：１となります。

ｅ．取締役の個人別の報酬の内容についての決定方法

取締役の定額報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役が、各取締役と面
談協議（実績評価等）を行い、また必要に応じ、他の取締役と協議の上、株主
総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の職位に応じた報酬額を決め
ております。個人別報酬の決定は、会社の経営状況、面談協議、また他社の職
位別報酬情報などを総合的に判断し決定します。また 業績連動型報酬（役員賞
与）については、取締役会で総額の承認を受けたのち代表取締役が、個人別の
役職、職責、実績に応じて総合的に判断し決定します。

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任を受けた者は、代表取締役
社長の木嶋忠敏及び代表取締役副社長の石田淳となります。

これらの権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつ
つ、各取締役の担当領域や職責についての評価を行うには、代表取締役が適し
ていると判断したためであります。

また、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬等の内
容の決定方法および決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方
針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

尚 監査役の報酬は監査役会に一任し決定します。
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②取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬

取締役
（うち社外取締役）

149 123 25 11

11 11 － 2

監査役
（うち社外監査役）

22 22 － 4

11 11 － 2
(注)１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれており

ません。
２．業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
３．非金銭報酬等はありません。

(4) 社外役員に関する事項
１．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

２．当期における主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
①取締役 藤井英彦氏

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、大学教授の経験で培われた専
門知識、知見に基づいて適宜発言を行っており、社外取締役として業務執行に
対する監督、助言等適切な役割を果たしております。
②取締役 笠藤歩氏
当事業年度開催の取締役会17回中16回に出席し、弁護士としての専門知識、

経験に基づいて適宜発言を行っており、社外取締役として業務執行に対する監
督、助言等適切な役割を果たしております。
③監査役 上甲悌二氏

当事業年度開催の取締役会17回中13回、また、監査役会15回中12回に出席し、
弁護士としての専門知識、経験に基づいて適宜発言を行っており、社外監査役
として監査体制の強化に十分な役割を果たしております。
④監査役 松本邦生氏

当事業年度開催の取締役会17回全てに、また、監査役会15回全てに出席し、
税務の専門家としての専門知識、経験に基づいて適宜発言を行っており、社外
監査役として監査体制の強化に十分な役割を果たしております。

３．社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外役員全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を

締結しており、当契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項の最
低責任限度額であります。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

(2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

40百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

46百万円
(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金

融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分でき
ないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

２．当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士または監査法
人に相当する資格を有する者）の監査を受けております。

３．当社監査役会は、会計監査人の報酬について取締役から算出根拠の説明を受け、また会計
監査人から監査計画の説明を受けて検討した結果、
・当社を継続的に監査しており、監査品質、監査効率において満足できる成果を上げている
こと

・前事業年度の実績と当事業年度の計画を比較して、監査内容、監査工数が妥当であること
・当事業年度の見積時間が、監査品質を保つために必要な時間であると認められること
・報酬単価が前事業年度と比較して妥当な水準であること
・内部統制を含む監査報酬額が、他の同規模上場会社と比較して妥当であること
の理由から、その報酬は妥当であると認め同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合などその必要がある

と判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取
締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査
人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に
招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
(１) 業務の適正を確保するための体制
Ⅰ．基本的な考え方

当社は、企業倫理の重要性を踏まえ、経営判断を迅速かつ機動的に実行する
とともに、健全性と透明性を高めるための体制を整え、当社グループ全体の事
業拡大と企業競争力の強化を図ることにより持続的な成長を目指します。

Ⅱ．体制整備の方針
1．当社及び当社グループ各社の取締役の職務が効率的に行われることを確保する
ための体制
(1) 当社は、「取締役会」を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執
行状況の監督を行います。

(2) 当社は、環境変化にすばやく対応できる体制を確立するため、代表取締役が
指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構
成される「経営会議」を設置しております。

(3) 当社及び当社グループ各社の責任者は、経営目標の進捗状況について定期的
に「経営会議」で報告を行い、「経営会議」は、「経営会議規則」に基づき、当
社グループ全体の重要課題を審議し、必要な意思決定を行います。

(4) 「経営会議」は、当社グループ全体の採算管理の徹底、連結業績管理を行う
ため、「中期経営計画」及び「年度事業計画」制度を設け、当社グループ全体の
進捗状況を定期的に点検します。

(5) 取締役及び使用人（以下、「役職員」という。）の業務が効率的かつ適正に行
われるように、「組織及び職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を
定め、業務を遂行いたします。

2．当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適
合することを確保する体制
(1) 当社は、オーナンバグループ「経営理念」を実践するために、当社及び当社
グループ各社の役職員が法令遵守にとどまらず、倫理に基づく社会的良識をも
って行動し、社会的責任を果たすよう、オーナンバグループ「企業行動規範」
を制定しております。

(2) 当社は、コンプライアンス全体を統括するため、社長を委員長とし、取締役、
執行役員などを委員とした「コンプライアンス委員会」を設置し、オーナンバ
グループ「企業行動規範」に基づき、当社及び当社グループ各社における法令
遵守の推進及び教育を行います。また、監査室と密接に連携し、監査室による
監視＝監査を行います。

(3) 当社は、相談・通報窓口を設け、役職員がオーナンバグループ「企業行動規
範」に違反する行為またはその疑いがある行為を発見した場合に、通報できる
窓口を設置しております。なお、役職員が窓口に通報を行ったことを理由とし
て、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととしております。
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3．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告の

信頼性を確保するための内部統制基本方針及び計画」を定め、適正な財務報告
が当社の株主、投資家、その他利害関係者からの信頼性確保のために重要であ
るとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築いた
します。

4．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を
要請した場合には、補助使用人を配置します。

(2) 当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合は、補助使用人の業務
に関する業務執行者からの独立性の確保を図ります。また、監査役からの指示
の実効性を確保するために、当該補助使用人は当社の指揮命令は受けないもの
とします。

(3) 監査役は、内部監査結果等の報告の受理など、監査室との協力と連携の下で、
監査役の「法令に定める職務」を遂行いたします。

5．当社及び当社グループ各社の取締役及び各責任者が監査役に報告するための体
制
(1) 当社グループ全体に影響を及ぼす重要な決定事項（重要な会計方針・基準の
変更、業績の見通し、重要な投資案件の決定、重大なリスクの発生など）につ
いて、「監査役会」に報告いたします。

(2) 当社グループ全体に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、そ
の内容について、「監査役会」に報告いたします。

(3) 常勤監査役は、「取締役会」のほか、重要な会議に出席するとともに稟議書、
その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求め
ます。

(4) 当社は、5．(1)から(3)の報告・説明をした役職員に対し、当該報告・説明を
したことを理由として、不利益な取扱いをしないこととしております。

(5) 監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士その他社
外の専門家を利用することができます。

(6) 当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したとき
は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用ま
たは債務を処理いたします。

6．当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、「関係会社管理規則」を定め、当社グループ各社よりの報告事項など
を定めるとともに、当社グループ各社毎に所管する総括責任者を定め、経営状
況の把握、経営指導を行います。

(2) 監査室は、年度監査計画に基づき、各部門及び当社グループ各社に定期的に
監査を行い、法令遵守の状況、リスク管理状況及び業務の効率性について、監
査結果を代表取締役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に勧告
し、改善を求めます。また、監査役会及び取締役会にも報告し、情報の共有化
を進め連携を行います。
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7．当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を与える恐れがある緊急事態
が発生したときの通報体制など適切な管理体制の構築について「経営危機管理
規程」に基づいた運用を行います。

(2) 当社及び当社グループ各社における防災対策、生産設備の安全対策など安全
に関し、各拠点で自主的な総点検を定期的に実施いたします。

(3) 当社及び当社グループ各社における業務に係るリスクについては、監査室に
よる監査を行い、リスク内容とそれがもたらす損失の程度などにつき、代表取
締役、監査役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に通知、改善
させる仕組みといたします。

8．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要文書の取扱は、「文書管理規程」に基づいて保存期限を個別に定め、保存

いたします。

9．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社及び当社グループ各社は、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づ

き、反社会的勢力、団体に対し毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命
であり、企業活動の健全な発展のために不可欠であると認識し行動いたします。
反社会的な勢力からの接触に対して毅然たる態度で断固排除すること、反社

会的勢力につけ入る隙を与えないよう、「金は出さない」、「利用しない」、「恐れ
ない」の基本原則を役職員に徹底いたします。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとお
りであります。

1．内部統制システム全般
当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の監

査室がモニタリングし、改善を進めております。
また、当社は、コンプライアンス委員会の下に、相談・通報制度を設けてお

り、グループ各社にも開放を行い、コンプライアンスの実効性向上に努めてお
ります。

2．コンプライアンス
当社は、当社及びグループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコ

ンプライアンスについて、社内研修などで説明を行い、法令及び定款を遵守す
るための取組みを継続的に行っております。
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3．リスク管理体制
監査室において、各部門及び当社グループ各社のリスクのレビューを行い、

当該リスクの管理状況について検討を行っております。

4．内部監査
監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査

を実施いたしました。

７．会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本

方針について、特に定めておりません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主各位に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであること

を常に認識し、資本コストを意識しながら事業を推進することで、収益性の向上
を図り、さらに事業リスクに備えるとともに、新規分野の積極的投資や株主還元
の強化を進めることで、持続的な成長を実現させ企業価値の向上を目指しており
ます。
配当につきましては、定款に基づき取締役会で決議させていただきます。
対処すべき課題に記載しましたとおり、当社グループを取り巻く環境は先行き

が見通しづらい状況にありますが、上記の配当方針と今後の事業展開などを総合
的に検討しました結果、当期の期末配当金につきましては、2026年３月５日に１
株につき21円をお支払いさせていただく予定であります。この結果、当期の年間
配当金は、中間配当金20円と合わせ、１株当たり41円となります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2025年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

29,241,873

7,228,236

10,971,781

3,506,134

1,188,903

4,990,249

1,360,632

△4,064

12,809,901

8,914,274

2,862,368

2,661,276

2,391,122

114,755

884,750

424,490

3,471,136

2,265,691

293,597

323,804

166,520

485,036

△63,514

(負 債 の 部)

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

製 品 改 修 引 当 金

品 質 保 証 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

退職給付に係る負債

資 産 除 去 債 務

そ の 他

10,452,672

6,842,469

896,410

150,077

802,688

639,654

220,483

337,321

25,950

4,655

245,714

287,248

3,189,984

1,177,460

328,128

657,548

771,579

101,769

153,499

負 債 合 計 13,642,657

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

為 替 換 算 調 整 勘 定

退職給付に係る調整累計額

非支配株主持分

22,291,623

2,323,059

1,741,658

18,387,494

△160,589

5,464,273

1,102,467

4,364,633

△2,826

653,221

純 資 産 合 計 28,409,117

資 産 合 計 42,051,774 負債及び純資産合計 42,051,774

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 44,441,960

売 上 原 価 35,291,634

売 上 総 利 益 9,150,326

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,549,831

営 業 利 益 2,600,494

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 107,324

そ の 他 128,673 235,998

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,286

為 替 差 損 301,488

そ の 他 46,488 395,263

経 常 利 益 2,441,230

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,691

投 資 有 価 証 券 売 却 益 76,462 81,153

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 13,033

減 損 損 失 32,496

品 質 保 証 引 当 金 繰 入 額 245,701 291,231

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,231,152

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 689,061

法 人 税 等 調 整 額 34,659 723,720

当 期 純 利 益 1,507,432

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △7,296

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,514,728

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,323,059 1,936,551 17,469,912 △160,589 21,568,934

当 期 変 動 額

連結子会社株式の取得による持分の増減 △194,893 △194,893

剰 余 金 の 配 当 △597,146 △597,146

親会社株主に帰属する当期純利益 1,514,728 1,514,728

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 － △194,893 917,581 － 722,688

当 期 末 残 高 2,323,059 1,741,658 18,387,494 △160,589 22,291,623

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 769,805 3,792,031 57 4,561,894 450,818 26,581,648

当 期 変 動 額

連結子会社株式の取得による持分の増減 △194,893

剰 余 金 の 配 当 △597,146

親会社株主に帰属する当期純利益 1,514,728

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

332,661 572,601 △2,884 902,378 202,402 1,104,780

当 期 変 動 額 合 計 332,661 572,601 △2,884 902,378 202,402 1,827,469

当 期 末 残 高 1,102,467 4,364,633 △2,826 5,464,273 653,221 28,409,117

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

１．連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数及び名称

16社
オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社
ユニオンマシナリ株式会社
アスレ電器株式会社
株式会社ブライトン
VIETNAM ONAMBA CO.,LTD.
欧南芭電子配件(昆山)有限公司
O&S CALIFORNIA,INC.
ARNESES Y CONEXIONES S.A. DE C.V.
杭州阿斯麗電器有限公司
寧国阿斯麗電器有限公司
CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O.
PT.ONAMBA INDONESIA
UMT INTERNATIONAL CO.,LTD.
欧南芭（上海）貿易有限公司
鈞星精密部件有限公司
鈞星精密部件(恵州)有限公司

(2)非連結子会社の数及び名称
３社
インテリジェントソーラーシステム株式会社
有限会社ユーエムアイ
ONAMBA Sales ＆ Procurement (Thailand) Co.,Ltd.

連結の範囲に含めない理由
非連結子会社３社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を与えていないた
め、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

１社
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び名称
３社
インテリジェントソーラーシステム株式会社
有限会社ユーエムアイ
ONAMBA Sales ＆ Procurement (Thailand) Co.,Ltd.

持分法を適用しない理由
非連結子会社３社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）な

どに及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外し
ております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

②棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
原材料

総平均法
貯蔵品

最終仕入原価法
商品及び製品・仕掛品

主として総平均法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法
なお、主な耐用年数は建物及び構築物が３～38年、機械装置及び運搬具が２～10年でありま
す。

②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（主として５年）に
基づく定額法を採用しております。

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権など特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
当社及び連結子会社では、従業員賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度末における支

給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③役員賞与引当金
当社では、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度末における支給

見込額を計上しております。

④製品改修引当金
当社では、過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該

費用の見積額を計上しております。

⑤品質保証引当金
当社では、販売後に不具合等が確認された製品について、その対応に要する支出に備えるた
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め、損失見込額を計上しております。

(4)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内

容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。

新エネルギー部門の販売は、主に太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係
る機器向けワイヤーハーネスであり、一部の取引については、履行義務を充足するにつれて一
定期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、契
約上の引渡単位に基づくアウトプット法により算出しております。

ハーネス加工用機械・部品部門の販売は、主に電気機器、電子機器、産業機械及びそれらの
部品であり、一部の取引については、履行義務を充足するにつれて一定期間にわたり収益を認
識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原
価の割合に基づくインプット法により算出しております。

上記を除く商品又は製品については、顧客へ商品又は製品を引渡した時点で商品又は製品の
支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから当該時点で収益を認識しております。た
だし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な
取り扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通
常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

輸出販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が
顧客に移転した時に収益を認識しております。

また、対価については履行義務の充足時点から概ね４ヶ月以内で支払いを受けており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

(5)その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による按分額を費用処理しております。

②重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替

予約などの円貨額に換算しております。
また、海外連結子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整
勘定」及び「非支配株主持分」に含めて計上しております。

③重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法

主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を
満たす場合は振当処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約

外貨建金銭債権・債務
通貨オプション

・ヘッジ方針
当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為替
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予約取引及び通貨オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。
・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額などを基礎にして、
ヘッジ有効性を評価しております。

④グループ通算制度の適用
当社及び一部の連結子会社はグループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会
計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項
(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結
計算書類に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の

連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会
計年度の期首から適用しております。

(会計上の見積りに関する注記)
１．繰延税金資産の回収可能性

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額） 323,804千円
繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 378,273千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

当社及び国内子会社はグループ通算制度を適用していることから、グループ通算制度適
用会社の将来の収益力やタックスプランニング等に基づき一時差異等加減算前の課税所得
を見積もり、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等に対して、繰延税金資産を
計上しております。

②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の検討においては、将来の課税所得の前提となる「中期経営

計画」及び「年度事業計画」を基礎として算定しており、主要な仮定は、主に売上高及び
営業利益の予測であります。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は、グループ通算制度適用会社の将来の課税所得の見積りに

依存するため、翌連結会計年度の不確実な経済状況および経営状況の影響を受け、その見
積額の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の損益および財政状態に
重要な影響を与える可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)
１．有形固定資産の減価償却累計額 13,712,357千円

２．保証債務
関係会社の金融機関からの借入金などに対し、保証を行っております。
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD. 61,250千円
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３．偶発債務
当社が納入した特定の製品について不具合があるとの理由で、得意先からその製品の点検及び交

換に関して発生した費用の負担を求められております。今後の協議結果によっては当社の連結業績
に影響が生じる可能性があります。なお、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難で
あります。

(連結損益計算書に関する注記)
減損損失

当連結会計年度において、使用範囲又は方法を変更した電線部門の一部の資産（帳簿価額32,496
千円）について、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないと判断し、帳簿価額の全額を減
損損失として計上しております。

（減損損失の金額）
建物 16,333千円
機械及び装置 11,210千円
工具器具及び備品 0千円
建設仮勘定 4,952千円
合計 32,496千円

（グルーピングの方法）
当社グループは、原則として事業等を基準としてグルーピングを行っております。なお、連

結子会社については、規模等を鑑み、会社単位を基準としてグルーピングを行っております。
また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングを行
っております。

（回収可能価額の算定方法等）
回収可能価額は、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないため、使用価値を零とし

ております。

品質保証引当金繰入額
当社の子会社が、顧客に提供した製品の一部に不具合があり、当該子会社が負担する可能性

が高く、かつ、合理的な見積りが可能な損失見込額を特別損失に計上しております。

品質保証引当金繰入額 245,701千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 12,558,251株

２．配当に関する事項
(1)配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年２月21日
取締役会

普通
株式

353,413 29.00 2024年12月31日 2025年３月５日

2025年８月６日
取締役会

普通
株式

243,733 20.00 2025年６月30日 2025年９月８日

計 597,146 49.00
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(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年２月20日開催の取締役会において、次のとおり決議を予定しております。
①配当金の総額 255,919千円
②１株当たり配当額 21円00銭
③基準日 2025年12月31日
④効力発生日 2026年３月５日
なお、配当原資については利益剰余金とすることとしております。

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる
株式の種類及び数

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等を基本とし、また、資金調達については主

に銀行等金融機関からの借入による方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理事務手続に沿ってリスク低減を図って

おります。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把
握を行っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。デリバティブはデリバティブ管理要領に
従い、為替変動リスクなどを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 2,365,097 2,365,097 －

資産計 2,365,097 2,365,097 －
長期借入金（１年内返済予定含む） (1,430,032) (1,404,493) 25,538

負債計 (1,430,032) (1,404,493) 25,538

（※１）負債に計上されているものについては、( ）で表示しております。
（※２）「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」につ

いては、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略し
ております。

（※３）長期借入金には１年内返済予定のものを含んでおります。
（※４）有価証券及び投資有価証券について、連結貸借対照表では流動資産の「その他」に含まれてい

る有価証券（連結貸借対照表計上額99,406千円）も含めて表示しております。
（※５）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分
2025年12月31日

（千円）

関係会社株式 293,597
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2025年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 2,265,691 － － 2,265,691

債券 － － 99,406 99,406

資産計 2,265,691 － 99,406 2,365,097

(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2025年12月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（１年内返済予定含む） － 1,404,493 － 1,404,493

負債計 － 1,404,493 － 1,404,493

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式、国債、地方債及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は

活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当
社が保有している債券は、活発な市場における相場価格がないため、主として元利金の合計額を
市場金利に信用スプレッドを加味して割り引いた時価を用いております。重要なインプットであ
る信用スプレッドの観察可能性を勘案し、その時価をレベル３の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。なお、長期借入金には
１年内返済予定のものを含んでおります。
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(収益認識に関する注記)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計
日本 欧米

アジア

(日本を除く)

売上高

一時点で移転される財 22,892,894 11,905,232 8,536,053 43,334,180

一定の期間にわたり移転される財 1,107,780 － － 1,107,780

顧客との契約から生じる収益 24,000,675 11,905,232 8,536,053 44,441,960

外部顧客への売上高 24,000,675 11,905,232 8,536,053 44,441,960

(2)収益を理解するための基礎となる情報
「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）」の「４．会計方針に関

する事項」の「(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 10,190,105

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 10,962,010

契約資産（期首残高） 28,326

契約資産（期末残高） 9,771

連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は「受取手形、売掛金及び契約資産」に計
上しています。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法

を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約であるため、残存履行義務に配分した
取引価格の記載を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)

１．１株当たり純資産額 2,277円56銭
２．１株当たり当期純利益金額 124円29銭

＜ご参考＞

(連結キャッシュ・フローの状況)
（単位：千円）

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

1,807,878 △1,520,152 △737,227 7,228,236
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貸 借 対 照 表
(2025年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
関係会社短期貸付金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定

無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

9,977,408
1,250,681
1,699,079
3,817,531
1,191,749
564,611
88,880
120,000
775,471
470,203
△800

11,574,087
1,752,352
483,415
10,643
64,149

0
169,865
8,895

997,013
18,370
54,084
46,396
7,687

9,767,651
2,251,399
5,383,702

3,870
1,339,965
370,000
11,222
134,139
282,851
△9,500

(負 債 の 部)
流 動 負 債 8,034,664
買 掛 金 3,771,717
短 期 借 入 金 200,000
関係会社短期借入金 3,430,934
1年内返済予定の長期借入金 126,792
未 払 金 248,195
未 払 費 用 93,397
預 り 金 45,567
賞 与 引 当 金 71,758
役 員 賞 与 引 当 金 25,950
製 品 改 修 引 当 金 4,655
そ の 他 15,697

固 定 負 債 1,832,597
長 期 借 入 金 1,161,700
繰 延 税 金 負 債 573,045
資 産 除 去 債 務 90,999
そ の 他 6,852

負 債 合 計 9,867,262
(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 10,587,359
資 本 金 2,323,059
資 本 剰 余 金 2,042,231
資 本 準 備 金 2,031,801
その他資本剰余金 10,429

利 益 剰 余 金 6,382,657
利 益 準 備 金 193,570
その他利益剰余金 6,189,087
配 当 準 備 積 立 金 50,000
土 地 圧 縮 積 立 金 69,109
償却資産圧縮積立金 2,739
別 途 積 立 金 3,310,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,757,239

自 己 株 式 △160,589
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,096,875
その他有価証券評価差額金 1,096,875

純 資 産 合 計 11,684,234

資 産 合 計 21,551,496 負債及び純資産合計 21,551,496

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 14,246,958

売 上 原 価 11,084,451

売 上 総 利 益 3,162,506

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,885,496

営 業 利 益 277,009

営 業 外 収 益

受 取 利 息 53,766

受 取 配 当 金 475,649

そ の 他 36,877 566,293

営 業 外 費 用

支 払 利 息 40,615

為 替 差 損 237,159

そ の 他 34,910 312,685

経 常 利 益 530,617

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 76,462 76,462

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 280

減 損 損 失 32,496 32,776

税 引 前 当 期 純 利 益 574,304

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,065

法 人 税 等 調 整 額 37,068 40,134

当 期 純 利 益 534,169

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2025年１月１日から
2025年12月31日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

当 期 首 残 高 2,323,059 2,031,801 10,429 2,042,231 193,570

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

償却資産圧縮積立金の取崩

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － －

当 期 末 残 高 2,323,059 2,031,801 10,429 2,042,231 193,570

株 主 資 本

利益剰余金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備
積立金

土地圧縮
積立金

償却資産圧縮

積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 50,000 69,109 2,934 3,310,000 2,820,020 6,445,634

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △597,146 △597,146

当 期 純 利 益 534,169 534,169

償却資産圧縮積立金の取崩 △195 195 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － △195 － △62,781 △62,976

当 期 末 残 高 50,000 69,109 2,739 3,310,000 2,757,239 6,382,657
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(単位：千円)

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

合計

当 期 首 残 高 △160,589 10,650,335 766,213 766,213 11,416,549

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △597,146 △597,146

当 期 純 利 益 534,169 534,169

償却資産圧縮積立金の取崩 － －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 )

330,661 330,661 330,661

当 期 変 動 額 合 計 － △62,976 330,661 330,661 267,684

当 期 末 残 高 △160,589 10,587,359 1,096,875 1,096,875 11,684,234

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１．資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
原材料

総平均法
貯蔵品

最終仕入原価法
商品及び製品

総平均法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定額法
なお、主な耐用年数は建物及び構築物が３～38年、機械装置及び運搬具が２～10年であ
ります。

（2）無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（主として５年）
に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員賞与の支払いに充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち当事業年度に

見合う分を計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額を計上

しております。
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（4）製品改修引当金
過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該費用の見

積額を計上しております。

（5）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における従業員の退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。
また、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理するこ
ととしております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借
対照表と異なります。
なお、当事業年度末日では、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した金額

を年金資産が超過する状態のため、当該超過額を前払年金費用（投資その他の資産）として
計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。

新エネルギー部門の販売は、主に太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに
係る機器向けワイヤーハーネスであり、一部の取引については、履行義務を充足するにつれ
て一定期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法
は、契約上の引渡単位に基づくアウトプット法により算出しております。

上記を除く商品又は製品については、顧客へ商品又は製品を引渡した時点で商品又は製品
の支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから当該時点で収益を認識しております。
ただし、国内販売については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替
的な取り扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

輸出販売については、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担
が顧客に移転した時に収益を認識しております。

また、対価については履行義務の充足時点から概ね４ヶ月以内で支払いを受けており、対
価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。

なお、為替予約などの振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該
為替予約等の円貨額に換算しております。

（2）重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法

主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件
を満たす場合は振当処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約

外貨建金銭債権・債務
通貨オプション
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・ヘッジ方針
当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為
替予約取引及び通貨オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。

・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にし
て、ヘッジ有効性を評価しております。

（3）グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更に関する注記)
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28
日。以下「2022年改正適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022
年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。）第65-２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類
に与える影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)
繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 40,313千円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法
当社はグループ通算制度を適用していることから、グループ通算制度適用会社の将来の

収益力やタックスプランニング等に基づき一時差異等加減算前課税所得を見積もり、回収
可能性があると判断した将来減算一時差異等に対して、繰延税金資産を計上しておりま
す。

②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の検討においては、将来の課税所得の前提となる「中期経営

計画」及び「年度事業計画」を基礎として算定しており、主要な仮定は、主に売上高及び
営業利益の予測であります。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は、グループ通算制度適用会社の将来の課税所得の見積りに

依存するため、翌事業年度の不確実な経済状況および経営状況の影響を受け、その見積額
の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の損益および財政状態に重要な影
響を与える可能性があります。
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(貸借対照表に関する注記)
１．有形固定資産の減価償却累計額 1,012,819千円

２．保証債務
関係会社の金融機関からの借入金などに対し、保証を行っております。
欧南芭電子配件（昆山）有限公司 121,862千円
UMT INTERNATIONAL CO., LTD. 29,820千円
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD. 61,250千円

計 212,932千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 1,477,616千円
長期金銭債権 370,000千円
短期金銭債務 4,835,977千円

４．偶発債務
当社が納入した特定の製品について不具合があるとの理由で、得意先からその製品の点検及び交

換に関して発生した費用の負担を求められております。今後の協議結果によっては当社の業績に影
響が生じる可能性があります。なお、現時点ではその影響額を合理的に見積もることは困難であり
ます。

(損益計算書に関する注記)
１．関係会社との取引高

売上高 2,272,116千円
仕入高 3,675,606千円
営業取引以外の取引高 526,087千円

２．減損損失
当事業年度において、使用範囲又は方法を変更した電線部門の一部の資産（帳簿価額32,496千

円）について、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないと判断し、帳簿価額の全額を減損
損失として計上しております。

（減損損失の金額）
建物 16,133千円
機械及び装置 11,210千円
工具器具及び備品 0千円
建設仮勘定 4,952千円

合計 32,496千円

（グルーピングの方法））
当社は、原則として事業等を基準としてグルーピングを行っております。また、将来の使用が見

込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングを行っております。

（回収可能価額の算定方法等）
回収可能価額は、将来キャッシュ・フローによる回収が見込めないため、使用価値を零としてお

ります。

(株主資本等変動計算書に関する注記)
当期末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 371,588株
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(税効果会計に関する注記)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産
棚卸資産 7,625千円
賞与引当金 22,244千円
貸倒引当金 3,193千円
製品改修引当金 1,443千円
退職給付信託に伴う退職給付費用 49,494千円
関係会社株式評価損 554,262千円
減損損失 14,817千円
その他 55,092千円

繰延税金資産小計 708,173千円
評価性引当額 △667,860千円
繰延税金資産合計 40,313千円
繰延税金負債と相殺 △40,313千円
繰延税金資産の純額 －

繰延税金負債
償却資産圧縮積立金 1,230千円
退職給付信託設定益 37,708千円
土地圧縮積立金 36,311千円
投資有価証券 472,592千円
その他 65,514千円

繰延税金負債合計 613,359千円
繰延税金資産と相殺 △40,313千円
繰延税金負債（△）の純額 573,045千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器一式などについては、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
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(関連当事者との取引に関する注記)
子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性 会社等の名称または氏名
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者との
関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 オーナンバインターコネクト

テクノロジー株式会社

所有

直接 100.0％

当社製品の製

造・加工

資金の貸借

役員の兼任

製品の仕入

原材料の有償支

給

5,756,149

4,249,256

買掛金

未収入金

595,958

409,318

ＣＭＳ

資金の貸付

274,275

550,000

短期借入金

短期貸付金

長期貸付金

61,423

120,000

370,000

ユニオンマシナリ株式会社 所有

直接 100.0％

資金の貸借

役員の兼任

ＣＭＳ

配当金の受取

449,429

200,000

短期借入金 971,704

― ―

アスレ電器株式会社 所有 資金の貸借 ＣＭＳ 1,885,725 短期借入金 1,909,330

直接 100.0％ 役員の兼任 配当金の受取 64,530 ― ―

株式会社ブライトン 所有 資金の貸借 ＣＭＳ 132,113 短期借入金 166,499

直接 97.0％ 役員の兼任

インテリジェントソーラーシ

ステム株式会社

所有

直接 60.0％

資金の貸借 ＣＭＳ 349,899 短期借入金 321,976

O & S CALIFORNIA,INC. 所有

直接 87.7％

役員の兼任

資金の貸借

材料の販売

増資の引受

資金の貸付

1,147,013

2,577,980

711,592

売掛金

―

―

286,184

―

―

VIETNAM ONAMBA

CO.,LTD.

所有

直接 100.0％

当社製品の製

造・加工

役員の兼任

製品の仕入

配当金の受取

2,412,304

61,008

買掛金

―

674,486

―

CZECH REPUBLIC ONAMBA S．R．

O．

所有

直接100.0％

役員の兼任 配当金の受取 64,725 ― ―

欧南芭電子配件(昆山)有限公

司

所有

直接 100.0％

債務保証

役員の兼任

債務保証 121,862 ― ―

UMT INTERNATIONAL

CO., LTD.

所有

間接 100.0％

債務保証

役員の兼任

債務保証 29,820 ― ―

SD VIETNAM INDUSTRIES LTD. 所有

直接 25.0％

債務保証

役員の兼任

債務保証 61,250 ― ―

(注) 取引条件及び取引の決定方針等
１．取引価格は、各社から提示された価格を検討の上、決定しております。
２．欧南芭電子配件(昆山)有限公司、UMT INTERNATIONAL CO., LTD.、SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.の銀行借入などに
つき、債務保証を行っております。

３．O&S CALIFORNIA,INC.の増資の引受につきましては、デット・エクイティ・スワップによる貸付金の現物出資であ
ります。

４．資金の貸借は、オーナンバグループ親子ローンによるものであり、適用金利については、市場金利を勘案して、決
定しております。なお、取引が反復的に行われるＣＭＳ(キャッシュ・マネジメント・システム)の取引金額は、期中
の平均残高を記載しております。その他の資金取引の取引金額は、前事業年度末時点との差引き金額を表示しており
ます。
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(収益認識に関する注記)
収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであり
ます。

(１株当たり情報に関する注記)
１．１株当たり純資産額 958円77銭

２．１株当たり当期純利益金額 43円83銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年2月16日

オ ー ナ ン バ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 木 下 昌 久
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 酒 井 隆 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、オーナンバ株式会社の2025年1月1日から

2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、オーナンバ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年2月16日

オ ー ナ ン バ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 木 下 昌 久
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 酒 井 隆 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、オーナンバ株式会社の2025年1月1日

から2025年12月31日までの第95期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第95期事業年度における
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結
果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て 報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査
部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、子会
社の取締役及び使用人等からも必要に応じてその構築及び運用の状況について報告を
受け、説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品
質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書
並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月18日

オーナンバ株式会社 監査役会
常勤監査役 池 田 誠 ㊞
監 査 役 上 甲 悌 二 ㊞
監 査 役 松 本 邦 生 ㊞

（注）監査役上甲悌二及び松本邦生は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監
査役であります。

以 上
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船場中央３

地 下 鉄 本 町 駅

久太郎町３

北久宝寺町３

阪神高速13号東大阪線

大阪ＤＩＣビル３階
ＴＫＰ大阪本町
カンファレンスセンター

南御堂

大阪御堂筋ビル

・

大阪センタービル

池田泉州銀行

12番出入口13番出入口

中央大通

阪
神
高
速
１
号
環
状
線

船場センタービル
９号館

地
下
鉄
御
堂
筋
線御

堂
会
館

Ｎ

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市中央区久太郎町３丁目５番19号
大阪ＤＩＣビル３階
ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター

交 通 大阪メトロ御堂筋線「本町駅」12番出入口 徒歩１分
大阪メトロ四つ橋線「本町駅」12番出入口 徒歩１分
大阪メトロ中央線 「本町駅」12番出入口 徒歩１分

(お願い) お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご
理解くださいますようお願い申しあげます。
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